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今月のテーマ  令和７年分の年末調整における注意点 
令和７年分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正、そして特定親族特別控

除の新設といった税制改正が適用されるため、例年以上に注意が必要です。今回は令和７年分の年末調整における注意点に

ついてご紹介いたします。 

 

１.給与所得控除額の引き上げ 
(１) 内容 

給与所得控除とは、会社員など給与で収入を得ている人が、仕事に必要な経費を概算で差し引く制度です。２０２５

年の税制改正では、物価上昇や実質賃金とのバランスを踏まえ、給与所得控除額の見直しが行われ、最低額が５５万

円から６５万円に引き上げられています。 

 

(２) 年末調整におけるポイント 

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼

所得金額調整控除申告書（以下、基礎控除等申告書といいます）の基礎控除申告書部分にある「あなたの本年中の合

計所得金額の見積額の計算」について、給与の収入金額が１９０万円以下の者について所得金額の計算方法が変更さ

れています。 

また納税者本人に配偶者がいる場合、配偶者控除および配偶者特別控除の金額を算定する根拠となる配偶者の合

計所得金額の計算方法も上記（１）のように変更されています。 

 

２.基礎控除額の引き上げ 
(１) 内容 

令和７年分と８年分では、納税者本人の合計所得金額に応じて基礎控除額が最大９５万円（改正前は４８万円）に引

き上げられます。これにより、給与収入が１６０万円以下であれば所得税は非課税となり、いわゆる年収１０３万円の壁が

年収１６０万円の壁に変わります。 

所得金額 基礎控除額 所得金額 基礎控除額 

１３２万円以下 ９５万円 ６５５万円超 ２，３５０万円以下 ５８万円 

１３２万円超 ３３６万円以下 ８８万円 ２，３５０万円超 ２，４００万円以下 ４８万円 

３３６万円超 ４８９万円以下 ６８万円 ２，４００万円超 ２，４５０万円以下 ３２万円 

４８９万円超 ６５５万円以下 ６３万円 ２，４５０万円超 ２，５００万円以下 １６万円 

 

(２) 年末調整におけるポイント 

基礎控除等申告書の基礎控除申告書部分にある「控除額の計算」について、上記１（１）の内容を踏まえて合計所得

金額がどの範囲に当てはまり、基礎控除額がいくらになるのか正しく判断する必要があります。 

 

３.扶養親族等の所得要件 
(１) 内容 

扶養控除の対象となる扶養親族などの所得要件が、従来の合計所得金額４８万円以下（給与収入１０３万円以下）か

ら合計所得金額５８万円以下（給与収入１２３万円以下）に緩和されます。これは上記１のとおり給与所得控除額の最低

額１０万円引き上げられたことによります。 

 

(２) 年末調整におけるポイント 

子供がアルバイトをしている場合には、その勤務先から発行される源泉徴収票を入手して上記（１）の所得要件を満た

しているか納税者本人に確認してもらうことが重要です。所得要件を満たしていないにもかかわらず、扶養親族控除を

適用して年末調整を行ってしまうと、後日、税務署から扶養是正の連絡を受けて所得計算をやり直す必要があります。 

       

４.特定親族特別控除の新設 
特定親族（所得者と生計を一にする年齢１９歳以上２３歳未満の親族で、合計所得金額が５８万円超１２３万円以下の

人）を対象に、特定親族特別控除が新設されます。この控除額は特定親族の合計所得金額に応じて段階的に適用され

ます。制度の詳細は TaxNews０７８をご参照ください。年末調整のおけるポイントは上記３（２）と同様です。 
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